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１－① 給与勧告の対象職員

公務員には、国家公務員約９２．２万人と、地方公務員約３００．１万人がいます。そのうち、人事院の給与勧告の対象とな
るのは、給与法の適用を受ける一般職の非現業国家公務員約３０．０万人です。

総計
約３９２．４万人

国家公務員
約９２．２万人

地方公務員
約３００．１万人

特別職
約３０．２
万人

一般職
約６２．１

万人

非現業国家公務員
約３０.０万人

検察官 約０．３万人

現業職員（国有林野事業） 約０．５万人

独立行政法人職員 約５．７万人

日本郵政公社職員 約２５．７万人

（注）１ 国家公務員の数は平成１９年度末予算定員等による。
２ 地方公務員の数は総務省「平成１８年地方公務員給与実態調査」に基づいて推計したものである。
３ 端数処理の関係で、各人数の合計は必ずしも一致しない。

一般行政職員、外交官、
税務署職員、刑務官、
海上保安官、医師、
看護師等
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１－② 給与勧告の手順

人事院では、公務員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っ
ています。

４月分給与（約 43 万人を対象） ４月分給与（行政職（一））

情勢適応の原則
（民間準拠）

各府省、職員団体等の要望・
意見を聴取

民間の特別給の
年間支給割合との比較

国 会 内 閣法案 提 出

(勧告の取扱い決定）(給与法の改正）

民間給与の調査（実地）
（企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上）
【全国約 10,200 事業所】（母集団約 54,000 事業所）

国家公務員給与の調査
〈個人別給与〉

（約 29 万人（新規採用者等を除く）全員を対象）

従業員別調査
※給与改定の有無にかかわらず調査

事業所別調査

・各地域において有識者、中小企業
経営者等との意見交換

・モニター等を通じた国民各層からの
意見聴取

人 事 院 給 与 勧 告

俸給表・手当の改定内容を決定

給与改定や
雇用調整等の状況

〈前年８月から当年７月まで〉

公務員（行政職（一））と民間の給与を比較
仕事の種類、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に公務員の特別
給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

ボーナス
民間給与との比較方法の見直し（平成18年勧告）

・ 企業規模100人以上→50人以上
・ 比較対象をスタッフ職にも拡大など
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１級(係員) １級地 大 卒 22・23歳 民間給与×公務員数

… …

３級地

地域手当

４級地

公務員給与×公務員数

…

（役職段階） （勤務地域） （学歴） （年齢階層）

短 大 卒 20・21歳 民間給与×公務員数

… …

公務員給与×公務員数

…

高 卒 18・19歳 民間給与×公務員数

… …

公務員給与×公務員数

…

中 卒 16・17歳 民間給与×公務員数

…
公務員給与×公務員数

…

各勤務地域ごとに、「１級地(地域手当18％)」と
同様、学歴別、年齢階層別に民間給与及び
公務員給与を算定

２級(主任)

３級(係長)

各役職段階ごとに、「１級(係員)」と同様、勤務地域別、
学歴別、年齢階層別に民間給与及び公務員給与を算定

（民間給与総額（Ａ）） （公務員給与総額（Ｂ））

民間給与総額

÷公務員総数

＝ 384,893 円（ａ）

公務員給与総額

÷公務員総数

＝ 383,541 円（ｂ）
本年の較差 1,352円 (0.35％) （算定方法） (a) － (b)

24・25歳
26・27歳

１－③ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（Ａ）が、

現に支払っている支給総額（Ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
…

（地域手当18%）

２級地
（地域手当15%）

（地域手当12%）

（地域手当10%）

具体的には、以下のとおり、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の公務員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに

公務員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

５級地
（地域手当 ６%）

非支給地

６級地
（地域手当 ３%）

４級(課長代理・

係長)

５級(課長・

課長代理)

６級(部長等・

課長・課長代理)

７級・８級

(部長等・課長)

９級・10級

(部長等)

行政職(一)

（事務・

技術職員）
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１－④ 民間給与との較差に基づく給与改定

本年の民間給与との較差（0.35％（1,352円））を埋めるため、以下のとおり、俸給、扶養手当及び地域手当の改定を行うこととしま
した。

改定

比較比較

俸給 387円

はね返り分 55円

扶養手当 350円

「はね返り分」とは、地域手当のように、俸給等

の一定割合で手当額が定められているため、 俸給
等の改定に伴い手当額が増減する分をいう。

（注）

較差 1,352円

民間給与

384,893円

公務員給与

383,541円

地域手当 560円
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１－⑤ 本年の給与改定

俸給表については、初任給を中心に若年層に限定して引上げ改定を行います （中高齢層は据置き）。また、扶養

手当については、子等に係る支給月額を500円引き上げ、地域手当については、一定地域の支給割合を繰り上げて
改定します。（実施時期：平成19年４月１日）

① 行政職俸給表（一）

・ 改定率 １級 1.1％ ２級 0.6％ ３級 0.0％ ４級以上は改定なし

② その他の俸給表

・ 行政職俸給表（一）との均衡を基本に改定（指定職俸給表等を除く）

１ 俸給表

○ 民間の支給状況等を考慮するとともに、少子化対策の推進にも配慮

子等に係る支給月額を500円引上げ（6,000円 → 6,500円）

扶　養　親　族 現　　　行 改　　定　　後

配　 偶　 者 　　　 13,000円 　　　13,000円

　　      子 　  　  等（注） 各　     6,000円 各     　6,500円

（参考）扶養手当の支給額

（注）１人目について配偶者がいない場合（11,000円）等の特例あり。

２ 扶養手当

３ 地域手当

○ 給与構造改革である地域間給与配分の見直しの着実な実施

地域手当の級地の支給割合と平成18年3月31日における調整手当支給割合との差が6％以上の地域の地域手当支給割合について、今後の改
定分の一部を繰り上げて改定（本年度分として 0.5％の引上げを追加）

○民間との間に相当の差が生じている初任給を中心に若年層に限定した改定（中高齢層は据置き）

・ 初任給 Ⅰ種 181,200円（現行179,200円） Ⅱ種 172,200円（現行170,200円） Ⅲ種 140,100円（現行138,400円）
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１－⑥ モデル給与例

（注） モデル給与例の月額及び年間給与は、俸給、扶養手当、俸給の特別調整額及び地域手当を基礎に算出。
（地方機関課長：俸給の特別調整額（46,300円）、本府省課長補佐：俸給の特別調整額（33,200円）及び地域手当
（勧告前14.0％、勧告後14.5％）、本府省課長：俸給の特別調整額（130,300円）及び地域手当（勧告前14.0％、勧
告後14.5％）、本府省局長・事務次官：地域手当（勧告前14.0％、勧告後14.5％））

（単位：円）

月　　額 月　　額
職  務  段  階 年　齢 家  族  構  成

6,356,000

451,100

441,066

711,360

配偶者、子２人

180,400

229,600

42,000行政職（一）平均 － － 383,541

23,326,000

37,000

33,000

14,000

21,000

196,000

24,000

50,000

82,000

149,000

 7,349,000

7,347,000

12,044,000

17,759,000

6,398,000

 2,999,000

 3,785,000

 4,825,000

 5,410,000

1,055,690

1,386,595

384,893

452,100

443,573

715,625配偶者、子２人

291,500

327,300

291,000

 5,389,000４０歳 326,300

－

－

－

５０歳

３５歳

４５歳

配偶者、子２人

配偶者、子１人

２５歳

３０歳

３５歳

独　　　身

配  偶  者

配偶者、子１人

係　　　　員

係　　　　長

地方機関課長

本 府 省 課 長

本府省課長補佐

本 府 省 局 長

事　務　次　官

 7,325,000

23,130,000

1,051,080

1,380,540

7,297,000

11,962,000

17,610,000－

 2,962,000

 3,752,000

 4,811,000

182,400

231,400

勧　　　　告　　　　前 勧　　　　　告　　　　　後
年間給与額の差

 年　間　給　与  年　間　給　与
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１－⑦ 最近の給与勧告の実施状況

国家公務員の給与は、平成14年、平成15年及び平成17年が月例給の引下げ、また、平成11年から平成15年までが５年連続で特別給の
年間支給月数の引下げとなっており、一昨年まで年間給与の減少が続いていました。昨年は、月例給、特別給の双方について、公務員給
与と民間給与の水準がほぼ均衡していたことから、改定を行いませんでした。

月例給

勧告率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

平成１１年 0.28％ 4.95月 △ 0.30月 △　9.6万円 △ 1.5％

平成１２年 0.12％ 4.75月 △ 0.20月 △　7.0万円 △ 1.1％

平成１３年 0.08％ 4.70月 △ 0.05月 △　1.6万円 △ 0.2％

平成１４年 △ 2.03％ 4.65月 △ 0.05月 △ 15.2万円 △ 2.3％

平成１５年 △ 1.07％ 4.40月 △ 0.25月 △ 16.5万円 △ 2.6％

平成１６年 勧告なし（注１） 4.40月 - - -

平成１７年 △ 0.36％ 4.45月 0.05月 △　0.4万円 △ 0.1％

平成１８年 勧告なし（注２） 4.45月 - - -

平成１９年 0.35％ 4.50月 0.05月 4.2万円 0.7％

行政職(一)職員の

平均年間給与
特別給（ボーナス）

（注１） 平成１６年の民間給与との較差は0.01％。水準改定以外の勧告（寒冷地手当の引下げ改定等）あり。
（注２） 平成１８年の民間給与との較差は0.00％。水準改定以外の勧告（給与構造改革に関する改定）あり。
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② 民間賃金が高い地域に勤務する職員を対象として､３％から最大18％までの地域手当を新設（平成17年勧告）（平成20年度の支給割合を決定）

２－① 給与構造改革の概要

Ⅰ 地域間給与配分の見直し

Ⅱ 職務・職責に応じた俸給構造への転換（平成17年勧告）

① 全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金水準が最も低い地域に合わせ、平均で4.8％の引下げを実施（平成17年勧告）

③ 広域にわたる異動を行う職員を対象に、広域異動手当を新設（平成18年勧告）

・ 中高齢層の俸給水準の引下げ幅を７％程度にすることなどにより、給与カーブをフラット化

・ 俸給表の職務の級と役職段階との関係を再整理し、職務の級を統合、新設

Ⅲ 勤務実績の給与への反映の推進（平成17年勧告）

・ 従前の俸給表の号俸を４分割することにより、弾力的な昇給幅を確保した上で、勤務実績に基づくいわゆる査定昇給に一本化

・ ボーナス（勤勉手当）についても、支給額に勤務実績をより反映し得るよう、「優秀」以上の成績区分の人員分布を拡大

Ⅴ その他の改革

① 俸給の特別調整額（管理職手当）の定額化（平成18年勧告）

公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、在職期間の長期化に対応する観点から、 複線型人事管理の

導入に向けての環境整備の一環として、専門スタッフ職俸給表を新設

② 本府省手当の新設（平成22年度までの間に実施するものとして準備）

平成20年度において実施する事項

Ⅳ 複線型人事管理に向けた環境整備－専門スタッフ職俸給表の新設（平成19年勧告）
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２－② 給与構造改革（完成までの５年間の流れ）

段階的に実施

平成１８年度
(平成１７年勧告)

平成１９年度
(平成１８年勧告)

平成２０年度
(平成１９年勧告)

平成２１年度
(平成２０年勧告)

平成２２年度（完成）
(平成２１年勧告)

俸給の特別調整額の定額化

改革前最大１２％（東京都特別区） 最大１８％（東京都特別区）

本府省手当の新設

段階的に引上げ地 域 手 当 の 新 設

２年間で完成広域異動手当の新設

経過措置を設けて段階的に引下げ
俸給表水 準 の 引 下 げ

（平均4.8％引下げ）

専門スタッフ職俸給表の新設

勤務実績の給与への

反映の推進

※平成２２年度までの間に実施
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２－③ 専門スタッフ職俸給表の新設

２ 俸給表

俸給表は３級構成とし、各職務の級の水準は、本府省の課長補佐級から課長級までの水準を基礎

１ 俸給表の適用範囲

俸給表は、行政における特定の分野についての高度の専門的な知識経験が必要とされる調査、研究、情報の分析等により、政

策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用

３ 昇給及び勤勉手当

昇給及び勤勉手当については、成果をより反映し得る仕組みを導入

４ 諸手当

・ 俸給の特別調整額は支給しない。２・３級職員について超過勤務手当等を適用除外

・ ３級職員のうち、特に重要かつ困難な業務に従事する職員に専門スタッフ職調整手当を支給（俸給月額の100分の10）

５ 勤務時間の弾力化

勤務時間について、職員の申告を経て、４週間ごとの期間につき各省各庁の長が割り振る仕組み（フレックスタイム制）を導入

行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、

在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理の導入に向けての環境整備の一環として、専門スタッフ職俸給表を新設

（制度の概要）
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２－④ 人事管理の複線化及び専門スタッフ職ポストのイメージ

人事管理の複線化のイメージ

専

門

ス

タ

ッ

フ

職

次 官

局 長

審議官

課 長

室 長

係 長

課長補佐

係 員

【ライン職】 【専門スタッフ職】

専門スタッフ職ポストのイメージ

・ ○○情報分析官

特定の行政分野における高度の専門的な知見を
活用し、当該特定の行政分野の情報を継続的に収
集、分析し、局長等に提供するとともに、政策検
討のための助言・提言を行う職務

・ ○○政策研究官

独任的に特定の行政分野に関して継続的に調査
研究を行うとともに、長期間にわたって政策効果
の経年的分析を行い、政策の企画及び立案を支援
する職務

・ ○○国際交渉官

国際交渉等の分野における情報を継続的に収集、
分析し、国際交渉の責任者に提供・助言するとと
もに、カウンターパートとの人脈を形成し、国際
交渉を支援する職務
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